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日  曜 教 室・行 事 等     

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

2 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

4 水 
フォークダンス（9:00～12:00） 

生け花（13:30～15:30） 

6 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

7 土 大町会館先進地訪問研修（岡山） 

9 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

10 火 

人権を考える日 

県人権･同和教育研究大会 

茶道（13:30～15:30） 

13 金 

健康体操（13:30～14:30） 

避難･救急訓練（14:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

14 土 詩吟（18:30～21:00） 

16 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

18 水 

差別をなくする県民のつどい 

フォークダンス（9:00～12:00） 

生け花（13:30～15:30） 

健康相談（13:30～15:30） 

20 金 

全国人権･同和教育研究大会（長野）  

健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

24 火 茶道（13:30～15:30） 

27 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

28 土 詩吟（18:30～21:00） 

30 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 
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◇日 程 平成２7年１１月９日(月)～１１月３０日(月) 

◇場 所 大町会館 玄関ホール 

◇提供者 十亀 茂樹 氏 

11 月 の 教 室 ・ 行 事 予 定 等  

～毎月１０日は人権を考える日～ 

『障害者差別解消法について』  

  ★開館時間： 平日 8：30～17：00 

        土曜日 8：30～12：00 

  土曜日の午後、日曜日、国民の祝日、年末年始は 

  閉館しております。よろしくお願いします。 

第 187回 会館ミニ展示会 
『 野鳥写真展  』 

 

 

≪日 時≫ １１月１８日（水） 

      １３:００～１６:００ 

≪会 場≫ ひめぎんホール 

≪定 員≫ 先着１,０００名 （入場無料） 

≪内 容≫  

第１部 講演：「ある精肉店のはなし」 

     講師：纐纈 あや （映画監督） 

     映画のダイジェスト版上映あり。 

第２部 パネルディスカッション 

    「知ろう・考えよう 

     インターネットによる人権侵害」 

   パネリスト：津田 大介 杉野 昇 

         三好 崇大 県内の大学生 

 

同時開催：人権啓発パネル展 

 

  
 

 

≪日 時≫ １１月３０日（月） 

      １３:３０～１５:３０ 

≪会 場≫ 東予地方局 ７階大会議室 

≪定 員≫ ５０名 （事前申込制） 

≪内 容≫  

テーマ：性的マイノリティの人権 

映画上映：「あなたがあなたらしく 

生きるために 」 

講 演：「人権課題としての性的マイノリティ 

    ～同性愛･性同一性障害について～」 

講 師：エディ 氏 

      （レインボープライド愛媛 代表） 

【問合せ】 東予地方局総務県民課 

       ☎５６－１３００ 

【申込み締切】１１月２４日（火）必着 

県では、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解消と人権が尊重される社会づくり

に向け、この期間に各種啓発事業を実施しています。 

この機会に、人権について深く考えてみませんか。 

障害のある人もない人も共に学び、働き、生きる喜び

を分かち合える社会を実現するため、障害者差別解消

法が、平成 25 年 6 月 26 日に公布され、平成 28 年 4

月 1 日より施行されることとなりました。 

 この法律においては、行政機関や会社･お店などが

「不当な差別的取扱い」をすることや「合理的配慮を

しないこと」が差別にあたるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在では、障害のある人たちの社会参加を困難にして

いる建物や制度、偏見などからも障害が生じていると

考えられています。障害者差別解消法では、「国民は、

障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう

努めなければならない」ことが定められています。 

私たちは、自らの存在が障害のある人たちの「障害」

とならないよう、言葉を、視線を、行動を見つめ直し

たいと思います。 

 

障害があることで、正当な理由なくサービスの提供を

拒否したり、制限したりすること等は差別となります。

不当な差別的取扱いは行政機関や会社･お店等におい

ても禁止となります。 

【例】入店しようとしたら、車いすを理由に拒否された。 

   カルチャーセンター等で障害を理由に入会を拒否 

   された。 

 

合理的配慮をしないこと 

障害のある人から社会的障壁をなくす配慮を求められ

た場合、その実施に要する負担が過重でないにもかか

わらず必要かつ合理的な配慮を行わないことは差別と

なります。行政機関においては義務となり、会社･お店

等においては努力義務となります。 

【例】知的障害がある人に振り仮名を付けた分かりや 

   すい資料を渡す。 建物入口の段差を解消する。 

 

不当な差別的取扱い 



        

   

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                              

 

 

 

  

 

《日 時》１１月１３日（金） 

    午後２時半より 

《場 所》大町会館  

《内 容》消防署職員の指導による 

    ・心臓マッサージの仕方 

    ・AEDの使い方 

    ・簡単な応急処置について 

  

いざという時、正確に迅速な行動が

とれるよう、日頃から訓練を重ねる

ことが大切です。 

ぜひ、ご参加ください。 

 

   

《日 時》１２月１９日（土） 

     午前１０時より 

《場 所》大町会館 調理実習室 

《講 師》髙木 俊江 先生 

《費 用》３００円 

《定 員》１０名 

《準備物》エプロン 三角巾 

ご参加いただける方は、 

大町会館（☎５５－５３９３）まで 

お申込みください。 

（定員になり次第、締め切らせて 

 いただきます。） 

   

  

 

   

１０月２５日（日）、爽やかな秋晴れのもと、第２６回大町会館文化祭が盛大に開催されました。  

学習発表や芸能発表、各種作品展示、バザー等、たくさんの方々で賑わいました。 

地域の皆さま、会館ご利用の皆さまのご支援･ご協力に心より感謝申しあげます。 

ありがとうございました。 

 

 

かわいい踊りで元気に！ 透きとおった歌声に心が洗われます。 

人権作文に、それぞれの思いを込めて… 。 

よ
さ
こ
い
踊
り
で 

華
や
か
に
幕
開
け
！ 

日頃の練習の成果を発揮して 

一
服
ど
う
ぞ 

子
ど
も
だ
ん
じ
り
運
行 

案 内 ご 


